
  

 

 

 子どもの自由とは、子どものわがままを認めることとは異なります。ここでいう自由とは、子ども

の安全や安心を基盤にした子ども時代を謳歌できる時間を指します。 

 10 年～15 年もすれば、義務教育に通う子ども達は社会的に自立する年齢を迎えます。その時に、真

に社会的に自立できるように、教育を充実していく必要があります。いわゆる「子ども時代」と言わ

れる社会的自立までの期間、発達段階においてさまざまな学びを子ども達はしていきます。子どもは

守られる存在として社会で育まれていかなければなりません。 

 報道で知る世界各国の政治的な動きからは、この考えをどのように理解していいのか、自問するこ

とが増えるばかりです。平和に関する世界的な秩序が揺らぎ始めている今、「脅威的な力を保持するこ

とこそ、自国の安全の保持につながる」というメッセージがいろいろな場面で読み取れます。権威・

権力とは、社会集団をリードする絶対的な（強大な）力…というよりは、支配と被支配の関係や服従

関係の意味合いが色濃いのかもしれません。いつの間にか、リーダーとしての人物が支配者に成り代

わっているような、非常に不安定な時代に突入しているように感じます。 

 学校教育の中でも、気をつけなければならない視点があります。社会集団の中での学校生活は、規

律やルールが必要です。安心・安全な生活は、一定の規律やルール上に成立していると言っても過言

ではありません。しかし、文字通りの理解でいくと、多様性のポジションは、かなり厳しい位置づけ

になってしまいます。どの子ども達も成長曲線を描いています。一つの教室の中には、さまざまな考

え方や言動が飛び交う場面があります。ある児童にとっては、驚くような（すぐには受け入れられな

いような）言動に映ることもあるでしょう。その時々が学びの場面となります。なぜ、そのような言

動となったのか。背景はどのようなことがあるのか。自分以外の友達のことを知ることが大切になっ

てきます。自分自身がもっていた尺度（ものさし）をより広く大きく、課題に柔軟に対応できるよう

にしていく必要もあります。なぜ学校に行くのか…その回答の一つに、「人との交流の中で、人を知り、

自分を成長させる」ということがあるようにも思います。何か起きることが悪いことではなく、何か

起きた時にどのように対応するか。そして必要に応じて大人がどのように連携するかが大切なのでし

ょう。 

 令和 8 年度の寒風台小学校が始まります。新たな職員体制で、子ども達の健やかな成長を支える学

校教育を目指していきます。保護者の皆様、地域の皆様、今年度も学校教育へのご理解・ご協力をい

ただけますようよろしくお願いします。  

寒風台小だより 
令和８年４月６日 

松戸市立寒風台小学校 

校長 中澤 智章 

大人はいとも簡単に子どもの自由を奪ってしまう。 

子育てはおもしろ～い！ 
 と、きれいに片づけられれば最高ですが、

大人だって人間ですから、理不尽な仕事や

計画通り進まない事態に遭遇したら、心の

余裕だって失われそうになります。言いた

くない言葉を我が子に投げかけてしまうこ

とだって、そりゃあるわけです。でも子ど

もたちはそばで感じています。愛されてい

るということを。 

安全について 

 新たな一年の始動につき、交通安全に

ついて多面的に児童に指導していきま

す。是非、ご家庭でもお子様にお声掛け

のほどよろしくお願いします。また、お

買い物や飼い犬のお散歩時等、外出時に

児童の「危険」と思われる場面に遭遇し

たら、適切にお声掛けくださいますよう

ご協力ください。 



 

＜４月の行事予定＞※水曜特別日課は６月より開始予定です。 

☆１年生の４月中の下校時刻は、学年だよりをご確認ください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜５月の主な行事＞ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１６日(木) 保護者全体会・学級懇談会 

(詳細はスクリレの内容をご確認ください) 

１６日(木) 家庭教育学級開級式 

１７日(金) 1 年生給食開始 かぜ,なか,1 年生発育測定 

２０日(月） 千教研  

２１日(火） 地域確認 

２２日(水） 地域確認 

２３日(木) 6 年生全国学力学習状況調査 

２３日(木) 地域確認 集団下校訓練 

２４日(金) Ａ5 日課  

２４日(金） 6 年生全国学力学習状況調査 

２４日(金) 1 年生を迎える会 

２９日(水） 昭和の日 

３０日(木） 教育相談日 

 

※現段階での予定です。今後変更となる場合があります。 

６日(月) 着任式、始業式   
７日(火) Ａ4 日課  

７日(火) 給食開始  視力検査(～27 日) 

７日(火) ＰＴＡ役員会 

８日(水） Ａ4 日課  

８日(水) 6 年生前日準備  

８日(水) 5,6 年生発育測定 

８日(水) 避難経路確認(～10 日) 

９日(木） 入学式(2～6 年生臨時休業） 
１０日(金） 2,3,4 年生発育測定 

１０日(金） 交通安全啓発運動 
１３日(月） 55 周年記念航空写真撮影 

１３日(月) 委員会活動 

１４日(火) 3,5 年生聴力検査 

１５日(水) かぜ,なか,1,2 年生聴力検査 

１日(金) 全校朝会 

７日(木) 委員会活動 

１５日(金) 運動会前日準備 

１６日(土) 運動会 引き渡し訓練 

１７日(日) 運動会 予備日 

１８日(月) 振替休業日 

 

１９日(火) かぜ,なか,4,5 年内科検診 

２０日(水) 2 年内科検診 かぜ,なか,1,4 年耳鼻科検診 

２１日(木) 尿検査  

２５日(月) かぜ,なか,1,4 年眼科検診 

２７日(水) 3,6 年内科検診 

２８日(木) 歯科検診 

２９日(金) 教育相談日 

 



 
～お知らせとお願い～ 

 
○各書類の提出 ※４/１０（金）までに提出をお願いします。  

①児童調査書 ②緊急連絡票 ③保健調査票 ④結核問診票  

⑤運動器検診チェック表（３年生のみ） ⑥色覚に関する希望票（４年生のみ） 

 

○スクリレの登録 
今年度も、スクリレを使用し、保護者の皆様に情報を発信いたします。本日、お子様のクラス  

と出席番号をお知らせしましたので、保護者の方が進級操作を行ってください（４/８水まで）。 

※操作方法の詳細については、本日配付のお手紙をご確認ください。  

オプション機能（学校からの個別連絡が可能）も継続となります。  

あらかじめわかっている欠席、遅刻・早退等ついて、入力は可能ですが、学校では当日に  

確認しております。事前に知らせたい場合には連絡帳等でご連絡ください。  

 

☆尚、今年度につきましては、１０月より使用料金がお子様１人あたり７８円かかります。 

９月に教材費より引き落としさせていただきます。  

 

○携帯電話等所持許可申請  

  お子様が携帯電話等(ＧＰＳ含む)を学校で所持する場合は申請が必要になります。  

※後日配信のスクリレを確認し、申請をお願いします。 

 

○個人情報の取り扱い  

学校だよりや学年だより、学校ＨＰ（ホームページ）等に掲載を希望されない場合は、 

担任までご連絡ください。  

 

○就学援助 

  就学援助をご希望されるご家庭は、配付した手紙を確認していただき、申請書を松戸市教育委  

員会に提出してください。※学校への提出はありません。  

  

○保護者全体会・学級懇談会  

  １６日（木）に保護者全体会・学級懇談会を実施します。  

１５:３０～１６:３０を予定しております。詳細は後日スクリレにてお知らせします。  

※年間を通して、  

①来校の際は、保護者証の着用(首からかけるもの）又はデジタル保護者証(令和８年度版 

を今後配信予定)の提示をお願いします。  

②自転車で来校の際は、校地内は降りて押していただき、グリーンパークに駐輪してください。 

 

○地域確認 
   ２１日（火）、２２日（水）、２３日（木）に、地域確認を行います。地域の様子を知り、

通学路の安全確認を行います。在宅の必要はありません。  

 尚、本年度も家庭訪問は行いません。お子様のことで知らせておきたいことがありました

ら、連絡帳等で担任までご相談ください。３０日（木）に教育相談日も設定しております。こ

ちらも是非ご活用ください。  

 

○始業前の児童への見守り事業（登校前の預かり） 

  昨年度に続き、教育委員会が主体となりシルバー人材センターの会員により行われま  

す。２～６年生は本日より、１年生は１０日(金)より開始で、場所は体育館です。 

 

○体育館空調工事終了 

体育館に空調が設置されました。今後は暑い時期でも冷房を使用し、熱中症対策をしな  

がら活動できることになります。 

 



 

○学校応対時間 

昨年度まで１８時以降は留守番電話での応対とさせていただいておりましたが、本年度 

より業務改善の一環として１７時３０分までに変更させていただきます。 (六中学区の小 

学校で統一しております）※電話での応対時間を７時３０分から１７時３０分。また、

教職員の勤務時間は、８時１５分から１６時４５分迄です。お子様のことで、ご相談が

ある場合には、まずは勤務時間内にご連絡いただきますようご協力をお願いします。 

 

○学校では子どもたちの安全を第一に考え、虐待等が疑われる場合には、関係機関に通報  

する義務があります。ご家庭が子どもたちにとって、安心できる場所であることは、 

子どもたちの健全な成長にとても重要なことだと考えます。子育て等についてお悩みが  

ある場合は「松戸市こども家庭センター」「スクールカウンセラー」に相談することも  

できます。また、福祉的な支援を必要とする場合には「スクールソーシャルワーカー」  

につなげることもできます。何かお困りの場合には、学校までご相談ください。  

 

○本校では、いじめの未然防止、早期発見、早期対応のための指針として、「松戸市立寒  

風台小学校 いじめ防止基本方針」を策定しております。このたび、内容の確認、見直  

しを行い、学校ホームページに掲載します。また、４月は「いじめ防止啓発期間」に定 

められています。児童１人ひとりが、安心して悩みなどを相談できるように「ＳＯＳの  

出し方に関する教育」を実施していきます。 

 

○春の交通安全運動期間  

４/６（月）～１５日（水）までの１０日間で春の交通安全運動が実施されています。  

千葉県の標語は「車から ぼくたちみえない 手をあげよう」です。道路をわたるとき  

には、車が来ていないか右・左をよくみてからわたるようにと子どもたちに話をしまし 

た。ご家庭でも登下校時の歩行についてお話しください。また、道路交通法の改正によ  

り、４月より自転車の交通違反に新しい制度が導入されました。内容につきまして是非 

お子様と一緒にご確認ください。松戸市教育委員会ではドライバーが視認しやすい黄色  

の帽子の着用を推奨しております。 

 

○学校だより、学年だより 

  保護者の方への情報の内容をわかりやすくするために、従来の学年だよりを廃止し、  

学校だよりの裏面に「各学年のお知らせ」というかたちで発行します。(※４・９・１ 

月につきましては学年だよりを発行します) 
 

○本年度の教育活動へのご理解・ご協力のお願い  

本年度より教育課程の一部を変更します。以下の通りです。 

・業間休みの時間を５分短縮。 

（昨年度は暑さ指数が高く、熱中症対策で外での活動を回避した日が何度もありました） 

・清掃時間の５分短縮。 

（短時間で集中して取り組むかたちにします） 

・基礎２(モジュール学習)の廃止 

（廃止することにより、標準時数を下回ることはありません。従来行っていた算数の学習は、

木曜日の朝に実施します。計算力を高めることを目的とし百マス計算や簡単な計算問題に 

取り組みます。高学年は本に親しむために朝読書の時間とします。 

 

※授業時間を確保しながらも、児童の下校時刻をこれまでよりも３０分早めることが 

可能となり、放課後の時間の充実が図れます。 

 


